
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
号

軍
事
郵
便
貯
金
等
特
別
処
理
法

（
こ
の
法
律
の
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
軍
事
郵
便
貯
金
、
軍
事
郵
便
為
替
、
外
地
郵
便
貯
金
、
外
地
郵
便
為
替
、
外
地
郵
便
振
替

貯
金
等
の
特
別
処
理
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
　
「
軍
事
郵
便
貯
金
」
と
は
、
旧
野
戦
郵
便
局
又
は
旧
海
軍
軍
用
郵
便
所
で
預
入
さ
れ
た
郵
便
貯
金
を
い
う
。

二
　
「
軍
事
郵
便
為
替
」
と
は
、
旧
野
戦
郵
便
局
又
は
旧
海
軍
軍
用
郵
便
所
に
振
出
の
請
求
が
あ
つ
た
郵
便
為
替

を
い
う
。

三
　
「
外
地
郵
便
貯
金
」
と
は
、
旧
外
地
等
に
あ
つ
た
郵
便
局
で
預
入
さ
れ
た
郵
便
貯
金
を
い
う
。

四
　
「
外
地
郵
便
為
替
」
と
は
、
旧
外
地
等
に
あ
つ
た
郵
便
局
に
振
出
の
請
求
が
あ
つ
た
郵
便
為
替
を
い
う
。

五
　
「
外
地
郵
便
振
替
貯
金
」
と
は
、
旧
外
地
等
に
あ
つ
た
郵
便
局
で
払
い
込
ま
れ
た
郵
便
振
替
貯
金
の
払
込
金

（
口
座
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

六
　
「
旧
外
地
等
」
と
は
、
朝
鮮
、
台
湾
、
関
東
州
、
樺
太
、
千
島
列
島
、
南
洋
群
島
、
小
笠
原
諸
島
、
硫
黄
列

島
、
硫
黄
鳥
島
、
伊
平
屋
島
及
び
北
緯
二
十
七
度
以
南
の
南
西
諸
島
（
大
東
諸
島
を
含
む
。
）
を
い
う
。

（
軍
事
郵
便
貯
金
の
換
算
）

第
三
条
　
昭
和
二
十
年
八
月
十
六
日
以
後
預
入
さ
れ
た
軍
事
郵
便
貯
金
の
現
在
高
（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
本
邦
に

あ
る
郵
便
局
で
払
い
も
ど
し
が
あ
つ
た
軍
事
郵
便
貯
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
払
い
も
ど
し
前
の
現
在
高
）
の
金
額

は
、
左
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
表
示
金
額
千
五
百
円
ま
で
の
部
分
に
つ
き
　
別
表
甲
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

二
　
表
示
金
額
千
五
百
円
を
こ
え
る
部
分
の
う
ち
、
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
が
三
千

五
百
円
と
な
る
ま
で
の
部
分
に
つ
き
　
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

三
　
表
示
金
額
千
五
百
円
を
こ
え
る
部
分
の
う
ち
、
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
が
三
千

五
百
円
を
こ
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
に
つ
き
　
別
表
丙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

（
軍
事
郵
便
為
替
の
換
算
）

第
四
条
　
昭
和
二
十
年
八
月
十
六
日
以
後
振
出
の
請
求
が
あ
つ
た
軍
事
郵
便
為
替
の
金
額
（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に

本
邦
に
あ
る
郵
便
局
で
払
渡
が
あ
つ
た
軍
事
郵
便
為
替
に
つ
い
て
は
、
そ
の
払
渡
前
の
金
額
）
は
、
左
に
掲
げ
る

換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
表
示
金
額
千
円
ま
で
の
部
分
に
つ
き
　
別
表
甲
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

二
　
表
示
金
額
千
円
を
こ
え
る
部
分
に
つ
き
　
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

（
外
地
郵
便
貯
金
の
換
算
）

第
五
条
　
昭
和
二
十
年
十
月
一
日
以
後
預
入
さ
れ
た
外
地
郵
便
貯
金
の
現
在
高
の
金
額
は
、
左
に
掲
げ
る
換
算
率
に

よ
り
換
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
表
示
金
額
を
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
が
五
千
円
と
な
る
ま
で
の
部
分
に
つ
き
　

別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

二
　
表
示
金
額
を
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
が
五
千
円
を
こ
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
に

つ
き
　
別
表
丙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

（
外
地
郵
便
為
替
の
換
算
）

第
六
条
　
昭
和
二
十
年
十
月
一
日
以
後
振
出
の
請
求
が
あ
つ
た
外
地
郵
便
為
替
の
金
額
は
、
左
に
掲
げ
る
換
算
率
に

よ
り
換
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
表
示
金
額
千
円
ま
で
の
部
分
に
つ
き
　
別
表
甲
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

二
　
表
示
金
額
千
円
を
こ
え
る
部
分
に
つ
き
　
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

（
外
地
郵
便
振
替
貯
金
の
換
算
）

第
七
条
　
昭
和
二
十
年
十
月
一
日
以
後
払
い
込
ま
れ
た
外
地
郵
便
振
替
貯
金
（
口
座
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
は
、

そ
の
現
在
高
）
の
金
額
は
、
左
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
表
示
金
額
を
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
が
五
千
円
と
な
る
ま
で
の
部
分
に
つ
き
　

別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

二
　
表
示
金
額
を
別
表
乙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
た
金
額
が
五
千
円
を
こ
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
に

つ
き
　
別
表
丙
欄
に
掲
げ
る
換
算
率

（
軍
事
郵
便
貯
金
及
び
外
地
郵
便
貯
金
の
取
扱
い
の
制
限
）

第
八
条
　
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
は
、
軍
事
郵
便
貯
金

又
は
外
地
郵
便
貯
金
の
貯
金
通
帳
に
よ
つ
て
は
、
払
戻
証
書
に
よ
る
全
部
払
戻
し
の
取
扱
い
を
除
い
て
、
貯
金
の

預
入
及
び
払
戻
し
の
取
扱
い
を
し
な
い
。

２
　
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
は
、
外
地
郵
便
貯
金
で
あ

る
定
額
郵
便
貯
金
の
貯
金
証
書
に
よ
つ
て
は
、
払
戻
証
書
に
よ
る
払
戻
し
の
取
扱
い
を
除
い
て
、
貯
金
の
払
戻
し

の
取
扱
い
を
し
な
い
。

（
払
い
も
ど
し
証
書
等
の
有
効
期
間
に
関
す
る
特
例
）

第
九
条
　
軍
事
郵
便
貯
金
又
は
外
地
郵
便
貯
金
の
払
い
も
ど
し
証
書
、
軍
事
郵
便
為
替
又
は
外
地
郵
便
為
替
の
為
替

証
書
及
び
旧
外
地
等
に
あ
つ
た
郵
便
振
替
貯
金
の
口
座
所
管
庁
の
発
行
し
た
払
出
証
書
で
昭
和
十
七
年
四
月
十
七

日
以
後
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
発
行
さ
れ
た
も
の
は
、
有
効
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

に
発
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
三
一
日
法
律
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
社
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
章
第
一
節
（
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十

三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
社
法
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
一
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
郵
政
民
営
化
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
八
日
法
律
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
の
改
正
規
定
（
「
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
郵

便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
条
第
二

項
の
改
正
規
定
、
第
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
十
条
の
改
正
規
定
、
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第

十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
十
九
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二

十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び

に
附
則
第
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
十
二
条
（
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
（
」
を
「
独
立
行
政
法
人
郵
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便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
。
」
に
改

め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日

二
　
題
名
の
改
正
規
定
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
改
正
規
定
（
「
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯

金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
支
援
機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
四
条
第
四
項
の
改
正
規

定
並
び
に
附
則
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
九
条
（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）

附
則
第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
（
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政

法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
（
」
を
「
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵

便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
。
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
　
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
三
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。

別
表

取
扱
機
関
の
所
在
地
域
（
旧
野
戦
郵
便
局
及
び
旧
海
軍
軍
用
郵
便
所
に
あ
つ

て
は
、
そ
の

後
の
所
在
地
域
）

換
算
率
（
１
円
に
対
す
る
表
示
金
額
）

甲

乙

丙

朝
鮮
及
び
台
湾

１
円

１
円

１.

５
円

関
東
州

１
円

１
円

１.

６
円

華
北

１
円

１
１
円

１
０
０
円

華
中
及
び
華
南

１
円

１
１
円

４
３
２
円

香
港
及
び
海
南
島

１
円

１
０
円

１
０
円

マ
ラ
イ
及
び
ビ
ル
マ

１
円

１
１
円

４
３
２
円

旧
蘭
領
東
印
度
諸
島
（
北
ボ
ル
ネ
オ
を
含
む
。
）

１
円

１
円

６
円

そ
の
他
の
地
域

１
円

１
円

１
円

2


